
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 架空電線等損傷 

発生日時 令和３年２月２６日 １１時０２分ごろ 

発生場所 東京都足立区伊藤谷
い と う や

橋付近（綾瀬川） 

 小菅三等三角点から真方位０３０°４１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４５.６′ 東経１３９°４９.２′） 

事故の概要  作業台船６２号千羽
せ ん ば

丸は、船尾に作業船兼引船イ ６１号を係船し

て下流に向けて航行中、６２号千羽丸のバックホウが綾瀬川を横断す

る架空電線に接触した。 

 架空電線は、一部に切損を生じ、同線が架設された電柱の折損等を

生じた。 

事故調査の経過  令和３年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船兼引船 イ ６１号、５トン未満 

   ２３０－１４０５２東京、伊澤造船株式会社 

   ９.００ｍ（Lr）×２.６０ｍ×１.３０ｍ 

   ディーゼル機関、１３９.７５kＷ、昭和６０年５月 

Ｂ 作業台船 ６２号千羽丸、約６０トン 

   なし、株式会社中川船舶（Ｂ社） 

   ２４.０ｍ×９.０ｍ×１.８ｍ、鋼 

   機関なし、平成２７年１０月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成８年５月１０日 

    免許証交付日 平成２８年４月１２日 

           （令和３年８月１０日まで有効） 

Ｂ バックホウ操縦者 ３７歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

架空電線等 光ケーブルの予備線に切損、右岸側の電柱２本に傾斜及

び折損、街路灯配線に切断、ガードパイプに曲損、左岸側
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の街路灯に折損 

 気象・海象 気象：天候 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

水象：川面 平穏、潮汐 低潮時（晴海） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、また、Ｂ船は、バックホウ（油

圧ショベル型掘削機）操縦者（以下「操縦者Ｂ」という。）及び作業

員（以下「作業員Ｂ」という。）が乗り組み、共に綾瀬川の護岸耐震

補強工事（以下「本件工事」という。）に従事し、足立区五兵衛
ご へ い

橋付

近での作業を終え、７００～８００ｍ下流の係留場所に向けて移動す

ることとしていた。 

 操縦者Ｂは、下げ潮で下流へ向かう流れがあり、移動距離も短いの

で、Ａ船でＢ船をえい
．．

航する態勢とはせず、Ｂ船の船尾にＡ船を左舷

着けした工事作業時の状態（以下「Ａ船押船列」という。）のまま、

令和３年２月２６日１０時４０分ごろ、川の流れによって移動を開始

した。 

 Ａ船押船列は、Ｂ船のスパットを甲板上に倒した状態であり、操縦

者ＢがＢ船船首側のバックホウ操縦席でバケットを、船長ＡがＡ船操

舵室で機関をそれぞれ使用して、Ｂ船が川の中央を川岸と平行となる

ように調整し、作業員ＢがＢ船甲板上で操縦者Ｂ及び船長Ａとの連絡

を行っていた。 

 Ｂ船は、鉄道の高架橋、続いて伊藤谷橋では、バックホウのブーム

及びアームを船首方向に伸ばしてバケットを水中に入れ、高さを抑え

て橋
きょう

梁
りょう

下を通過した。 

 操縦者Ｂは、伊藤谷橋を通過後、バックホウのブーム等を操作し、

バケットで河床
かしょう

を突いて河川に沿って船首を左方向に調整した後、ブ

ームを上げてアームをほぼ垂直に下ろした状態で航行していたとこ

ろ、アームが綾瀬川を横断する架空電線のうち、‘最下段に設置され

ていた電気通信会社の光ケーブル’（以下「本件ケーブル」という。）

に接触し、本件ケーブルが架設された右岸側の電柱が傾斜して、本件

ケーブル及び併設されていた高圧電線等が垂れ下がり、Ｂ船上に落下

してきた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブーム 

アーム 

バケット 

操縦席 
本件 
ケーブル 

図１ 事故発生時のバックホウの態勢 
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 操縦者Ｂは、架空電線に接触したことに気付き、バックホウのバケ

ットで河床を突いてＡ船押船列を止め、本件工事の現場担当者へ連絡

した後、左岸へＡ船押船列を寄せ、Ｂ船のスパット１本を使用して固

定した。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事故現場では、右岸及び左岸の側道で通行規制が行われ、電柱及び

架空電線の復旧工事後、２７日０３時５５分ごろ同規制が解除され、

Ａ船押船列は、０６時３０分ごろ下流の係留場所へ移動した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ｂ船は、中央部両舷及び船尾部中央に計３本のスパットを配置し、

船首部中央にバックホウを搭載しており、本事故時、水面からアーム

上端までの高さが約７.００ｍであった。（図１、図２参照） 
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写真２ 事故発生時の状況 
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 Ｂ船は、工事作業に従事する際、補助船であるＡ船を船尾に左舷又

は右舷着けし、バックホウのバケットやＡ船の機関を使用して、工事

現場内での移動及び作業位置の調整を行っており、操縦者ＢがＡ船及

びＢ船に関する作業責任者（オペレーター）であった。 

 Ｂ社は、主に河川での工事に従事するＡ船及びＢ船が航行するに当

たって、工事現場までに通過する橋梁下の高さ及び河川の潮位に基づ

く航行計画を作成していたが、河川を横断する架空電線については考

慮していなかった。 

 操縦者Ｂ、作業員Ｂ及び船長Ａは、２月２２日、本事故発生場所付

近を上流の工事現場に向けて航行した際、Ａ船がＢ船をえい
．．

航し、伊

藤谷橋等の通過に備え、Ｂ船のバックホウのブーム及びアームを船首

方向に伸ばして高さを抑えていたので、架空電線の存在に気付かなか

った。 

 操縦者Ｂは、本事故後、本件ケーブル等が曇り空を背景にして見え

にくい状況であったことに加え、伊藤谷橋を通過後、作業員Ｂが係留

準備を始めていたこと及び自身も約２００ｍ前方の係留場所に意識が

向いていたことで、本件ケーブルを含む架空電線に気付かなかったと

思った。 

 本事故現場には、綾瀬川両岸の電柱に、上段から高圧配電線、他の

電気通信会社の通信ケーブル及び本件ケーブルが架設されていた。 

 本件ケーブルは、鋼製の吊架
ちょうか

用線（メッセンジャーワイヤ）及び螺
ら

旋
せん

形状支持具（スパイラルハンガー）により架設されたケーブルテレ

ビ用の光ケーブル２本で、外径がそれぞれ８.５mm及び１０.５mmであ

り、本事故時、水面上の高さが約５.７５ｍであった。 

スパット 

バックホウ 

図２ Ｂ船の一般配置図 

船首⇒ 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船押船列は、伊藤谷橋付近の綾瀬川を流れによって下流に向けて

航行中、操縦者Ｂがバックホウのブームを上げた状態で本件ケーブル

の下を航行したことから、バックホウのアームが同川を横断する本件

ケーブルに接触し、本件ケーブル、電柱等が損傷したものと考えられ

る。 

 Ａ船押船列は、伊藤谷橋を通過後、作業員Ｂが係留準備を始めてい

たこと及び操縦者Ｂが約２００ｍ前方の係留場所に意識が向いていた

ことから、本件ケーブルを含む架空電線に気付かず、操縦者Ｂがバッ

クホウのブームを上げた状態で本件ケーブルの下を航行したものと考

えられる。 

 Ｂ社は、Ａ船及びＢ船が航行するに当たって、工事現場までに通過

する橋梁下の高さ及び河川の潮位に基づく航行計画を作成していた

が、同計画を作成する際、河川を横断する架空電線については考慮し

ていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、伊藤谷橋付近の綾瀬川において、航行計画に架空電線が

考慮されていない中、Ａ船押船列が川の流れによって下流に向けて航

行中、操縦者Ｂがバックホウのブームを上げた状態で本件ケーブルの

下を航行したため、バックホウのアームが同川を横断する本件ケーブ

ルに接触したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ｂ社及び本件工事の施工会社は、本事故後、次の対策を講じること

とし、同対策を本件工事に従事する船舶の乗組員に周知した。 

 ・綾瀬川入口から綾瀬新橋（東京都足立区）までの区間における橋

梁及び横断線の位置及び高さを調査して作図し、台船で航行する

際は同図を事前に確認する。 

 ・航行中は、バックホウのブーム等を動かさない。橋梁等の手前で

ブーム等を動かす場合は、航行を停止させ、乗組員が周囲及び上

空を確認し、バックホウ操縦者は合図を受けてブーム等を動か

す。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、上記に加え、更

に次のことが考えられる。 

 ・船長又は作業責任者（オペレーター）は、河川等を航行する場

合、自船の構造物等の状況に応じて、上方を含め周囲の架空電線

等の障害物に対する見張りを行うこと。 

 ・船長又は作業責任者（オペレーター）は、河川において作業台船

を移動させる場合、バックホウのブーム等を下げた状態で動力船

によりえい
．．

航することが望ましい。   
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付図１ 事故発生経過概略図 
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